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計画の趣

１）背景と⽬

近年、空
活に深刻な
図り、あわせ
家法」という
合的かつ計
策定しました

２）計画の位

本計画は
策定する計

３）計画期間
本計画の

空き家の現

１）岩内町の
平成 25

19.7％とな

空き家

⼆次
賃貸
その
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また、平成
物は 416 件
た。 

２）空き家に
・空き家は
・空き家の発
・適正管理
・市場流通
・特定空き
性がある 

・所有者は
性がある 
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⽬的 

空き家が全国的
な影響を及ぼし
せて空き家の活

。）が全⾯施
画的に図り、
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位置付け  

は、空家法第
画です。   

間 
の計画期間は

現状と課題

の空き家の現
年度の「住宅

なっています。 

家の内訳（平成

空き家総数 
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次的住宅  
貸・売却⽤の住宅
の他の住宅  

料  

成 27 年度に実
件でありました

に関する課題
町内全域に分
発⽣の抑制に

理の必要性があ
通や有効活⽤
き家候補が町内

は活⽤、売却
  等 

的に増加し、適
しているものも
活⽤を促進する
施⾏されました
町⺠に広く周
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、平成 29 年
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.空き家対

１）対象地
町内全域

が必要であ

２）対象と
本計画で

家等」※1 と
む。） 

３）空き家
[基本的な考

地域住⺠
を図るため空
管理、所有
き家の有効
家について
対しての対
 

基本⽬標１

所有者に対
防するととも
す。 

基本⽬標２

賃貸や売却

基本⽬標３

除却⽀援を
発⽣している
ます。 

※1 空家等（空
建築物⼜

態であるもの
⼜は地⽅公

※2 特定空家等
そのまま放

おそれのある
その他周辺
られる空家

※3 特定空き家
岩内町で

「特定空き
き家を判定
導等の措置

対策の基本
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域にわたり空き
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効活⽤を促進
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２．空き家の利

却等の市場流

３．管理不全

を検討するととも
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公共団体が所有
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放置すれば倒壊
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辺の⽣活環境の
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地（⽴⽊その他の
有し、⼜は管理す

２条第２項） 
壊等著しく保安上
な管理が⾏われて
の保全を図るため

の実施 
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実態調査や空き
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（４）空き家
基本⽬標の

次のとおり５つ
な施策を実施

基本的な取
取組

取組

基本的な取
取組

取組

基本的な取
取組

取組

取組

基本的な取
取組

取組

取組

基本的な取
取組

家対策の基
の実現を⾒据
つの基本的な
施していくことと

取組（１）空
組⽅針１）空
○空き家の発
○住替え⽀援

組⽅針２）既
○バリアフリー

取組（２）空
組⽅針１）所
○空き家の適

組⽅針２）空
○空き家の早
○空き家・空

取組（３）空
組⽅針１）中
○バリアフリー
○しりべし空き
○空き家維持
○空き家の寄

組⽅針２）移
○移住窓⼝
○移住体験
○移住・定住

組⽅針３）地
○地域の活性

取組（４）管
組⽅針１）所
○管理不全
○空き家維持
○管理不全

組⽅針２）所
○不在者財

の活⽤検討
組⽅針３）跡
○跡地利⽤

取組（５）特
組⽅針１）特

基本的な取組
据え、空き家の
な取組を設定し
とします。 

空き家の発⽣の
空き家の問題
発⽣抑制のた
援事業の普及
既存住宅ストッ
ー・耐震・省エネ

空き家の適正管
所有者への適
適正管理のた
空き家の継続
早期発⾒・把握
空き地情報のシ

空き家の利活⽤
中古住宅市場
ー・耐震・省エネ
き家 BANK と
持管理ビジネス
寄付制度の検
移住・定住の促
のワンストップ化
の実施 

住者に対する⽀
地域資源として
性化に資する

管理不全な空
所有者の⾃発
空き家の所有
持管理サービス
空き家の解体

所有者不存在
産管理⼈制度
討 
跡地の利活⽤
の促進 

特定空き家の解
特定空き家に対

組 
の状態・段階に
し、それぞれ取

の抑制 
題に対する意識
ための情報提供
及・促進 
ックの良質化の
ネリフォームの

管理の促進 
適正管理につい
ための意識啓発
的な実態把握
握 
システム・データ

⽤の促進 
場への流通によ
ネリフォームの
との連携 

ネスの展開 
検討 
促進を⽬的と

プ化 

⽀援 
ての空き家の利

る空き家の活⽤

空き家への対応
発的な対応の促
有者への情報
スの展開（再

体に対する⽀援
在空き家への対
度・相続財産

⽤の促進 

解消 
対する措置の

に応じた対策
取組⽅針を定

識啓発 
供 

の促進 
普及・促進 

いての意識啓発
発 
握のための取組

タベース化 

よる利活⽤の促
普及・促進（

した利活⽤ 

利活⽤の促進
⽤に対する⽀援

応 
促進 
提供・⽀援 

再掲） 
援 
対応 

産管理⼈制度

の実施※3 

策を推進するた
定めたうえで具体

発 

組推進 

促進 
（再掲） 

進 
援 

度等 

ため、
体的


